
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．監査・審査 

環境・労働安全目的・目標の進捗状況及びマネジメントシステムの確実な運用をチェックするため、

外部機関や社内及び工場内の監査員による監査を実施しています。 

２０１０年度は次の監査を実施し、環境・労働安全マネジメントシステムが機能していることを確認し

ました。 

 

●環境・安全内部監査（１０月）                 

資格認定を受けた５名の内部監査員が１１部署の総て

を内部監査し、環境マネジメントシステムと安全衛生マネ

ジメントシステムが機能していることを確認しました。 

 

 

●ＣＳＲ査察（１１月） 

経営層（中央安全会議議長）による環境、安全衛生、保

安防災、品質に係るＣＳＲ査察を受け、ＣＳＲ活動の継続

的な前進が確認されました。 

 

 

●外部機関による審査 

ＩＳＯ１４００１維持審査（2010年3月）と 

ＯＳＨＭＳ実地調査（2010年10月）を外部認証機関に

よるシステム審査を受審し、滋賀工場の環境マネジメント

システムと労働安全マネジメントシステムが引き続き機

能していることが第三者機関により認められました。 
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４．環境負荷に対する監視・測定データ 

環境に著しい影響を及ぼす可能性がある大気汚染、水質汚濁物質の排出量、及び騒音・振動の定期的

な監視・測定を行い、法的規制値内であることを確認しています。 

２０１０年度の監視・測定結果は次の通りです。 

 

（（（（１１１１））））大大大大    気気気気    

測 定 結 果 

２００９年度 ２０１０年度 施設名 測定物質 
法的 

規制値 
測定位置 

上 期 下 期 判 定 上 期 下 期 判 定 

ＳＯｘ K=8.76以下 排出口 － － － － － ○ 

ＮＯｘ 150ppm以下 排出口 ２４ ３４ ○ ２８ ２９ ○ 

ボ
イ
ラ
ー 

ばいじん 0.1g/m3以下 排出口 <0.001 <0.001 ○ <0.001 <0.001 ○ 

ＳＯｘ K=8.76以下 排出口 － － － － － ○ 

ＮＯｘ 70ppm以下 排出口 １５ １８ ○ １７ ２０ ○ 

コ
ー
ジ
ェ
ネ 

設
備 

ばいじん 0.05g/m3以下 排出口 <0.001 <0.001 ○ <0.001 <0.001 ○ 

乾燥炉 ＮＯｘ 230ppm以下 排出口 １５ １６ ○ ２０ １３ ○ 

※ ２００６年度下期より施設の燃料をＡ重油から天然ガスに転換しており、ＳＯｘの排出はありません。 

〈測定頻度〉１．測定は１回／６ヶ月。 

            ２．ボイラーは２基、乾燥炉は６基あり、記載値はその平均値です。 

〈判   定〉○印は測定結果が法的規制値以内であることを示します。 
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灯油から天然ガスに燃料転換しＣＯ２排出

量削減へ寄与した有機溶剤脱臭炉 
重油から天然ガスに燃料転換しＳＯｘ排出量

を“０”にしたコージェネレーション設備 



 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

（（（（２２２２））））水水水水    質質質質    

測 定 結 果 

２００９年度 ２０１０年度 施設名 測定物質 
法的 

規制値 
測定位置 

上 期 下 期 判 定 上 期 下 期 判 定 

ｐＨ 6.0～8.5 排水口 ７.５ ７.６ ○ ７.４ ７.９ ○ 

ＢＯＤ 20mg/l以下 排水口 ０.６ ０.５ ○ ０.７ １.１ ○ 

ＣＯＤ 20mg/l以下 排水口 ３.１ ２.９ ○ ３.３ ３.１ ○ 

ＳＳ 70mg/l以下 排水口 ０.４ ０.６ ○ １.２ ０.７ ○ 

油分 5mg/l以下 排水口 不検出 不検出 ○ 不検出 不検出 ○ 

全窒素 8mg/l以下 排水口 ０.７ ０.６ ○ ０.８ ０.６ ○ 

全りん 0.8mg/l以下 排水口 不検出 不検出 ○ 不検出 不検出 ○ 

フェノール 1mg/l以下 排水口 不検出 不検出 ○ 不検出 不検出 ○ 

銅 1mg/l以下 排水口 不検出 不検出 ○ 不検出 不検出 ○ 

鉛 0.1mg/l以下 排水口 不検出 不検出 ○ 不検出 不検出 ○ 

総
合
排
水
口 

塩化メチレン 0.2mg/l以下 排水口 ０.０１３ ０．０１１ ○ ０.０１５ ０．０１２ ○ 

〈測定頻度〉１．一般項目（ｐＨ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、油分）及び塩化メチレンは週１回測定の平均値です。 

      ２．全窒素、全りん、フェノール、銅、鉛は月１回測定の平均値です。 

〈判    定〉○印は測定結果が法的規制値以内であることを示します。 

 

 

（（（（３３３３））））騒音騒音騒音騒音・・・・振動振動振動振動    

測 定 結 果 

２００９年度 ２０１０年度 施設名 測定物質 
法的 

規制値 
測定位置 

上 期 下 期 判 定 上 期 下 期 判 定 

騒 音 
65/70/60dB以下 

     ＊１ 

敷地境界 

１０点 

51～59dB 

[10:00] 

50～54dB 

[22:10] 

54～59dB 

[10:00] 

50～53dB 

[22:10] 

○ 

48～65dB 

[10:30] 

42～66dB 

[20:30] 

50～65dB 

[10:40] 

46～68dB 

[20:35] 

○ 

敷地境界 

振 動 
65/60dB以下 

     ＊２ 

敷地境界 

４点 

40dB以下 

[10:00] 

40dB以下 

[22:10] 

40dB以下 

[10:00] 

40dB以下 

[22:10] 

○ 

40dB以下 

[10:30] 

40dB以下 

[21:05] 

40dB以下 

[10:40] 

40dB以下 

[20:35] 

○ 

〈測定頻度〉２回／年。 

〈判    定〉○印は測定結果が法的規制値以内であることを示します。 

＊ １騒音法的規制値：6:00～8:00は65dB以下、8:00～18:00、18:00～22:00は70dB以下、22:00～6:00は60dB以下 

＊ ２振動法的規制値：8:00～19:00は65dB以下、19:00～8:00は60dB以下 

      騒音、振動の［ ］は測定を実施した時間を記載しています。 
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９．化学物質管理 

 

（（（（４４４４））））ＰＲＴＲＰＲＴＲＰＲＴＲＰＲＴＲ（特定化学物質の環境への排出及び移動量の登録） 

化学物質の環境への排出量を把握するため、ＰＲＴＲを手順書に定め、実施しています。 

２０１０年度は、法律に定められた対象化学物質のうち工場で取り扱う５物質について実施し、官庁に届

出を完了しました。 

 

                                          【単位：ｋｇ】 

第1種指定化学物質の排出量及び移動量(2010年度) 

第1種指定化学物質の名称 塩化メチレン 
Ｎ，Ｎ－ジメチル 

ホルムアミド 

フェニレン 

ジアミン 

４,４’－ジアミ

ノジフェニルエ

ーテル 

りん酸トリフェ

ニル 

第1種指定化学物質の号番号 １８６ ２３２ ３４８ １４３ ４６１ 

大気への排出 １５,０００ ５,７００   ０ ０ ０ 

公共水域への排出 ０ ７９０ ０ ０ ０ 

土壌への排出 ０ ０ ０ ０ ０ 

排

出

量 

事業所内埋立 ０ ０ ０ ０ ０ 

移動量 ７６,０００ ４３０,０００ ４,４００ １，０００ ５９ 

 

 

（（（（５５５５））））ＭＳＤＳＭＳＤＳＭＳＤＳＭＳＤＳ（化学物質等安全データシート） 

化学物質による災害を未然に防止するために、 

工場で使用、取扱いまたは出荷するすべての化学 

物質に対してＭＳＤＳを整備しています。 

また、工場から出荷する製品等で、漏洩・火災爆 

発の可能性のあるものについては、輸送業者に教 

育を行い運転手にイエローカード（緊急連絡カー 

ド）の携行を義務付けています。 
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（（（（６６６６））））廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物 

工場から発生する産業廃棄物（主に廃プラスチック類及び廃油）・事業系一般廃棄物は、廃棄物のリ

デュース（発生抑制）を基本に、リユース（再利用）、リサイクル（再資源化）に積極的に取り組んで

います。また、最終埋立処分量の減少（ゼロエミッション）活動にも取り組んでいます。 

産業廃棄物の委託処理は環境マネジメントシステムにより、処理会社の現地確認・マニフェスト管理

をすべの廃棄物に対して実施しています。 

２０１０年度の産業廃棄物処理状況は次の通りです。 

 

 

産業廃棄物処理状況（2010年度） 

種   類 発 生 量 主な中間処理方法 最 終 処 分 量 

廃プラスチック類 

廃    油 

廃酸、廃アルカリ 

汚泥 

ガラス屑 

金 属 屑 

木 屑 

そ の 他 

 763.94 ton 

  680.15 ton 

  45.09 ton 

   7.98 ton 

  12.48 ton 

   0.00 ton 

44.06 ton 

0.0 ton 

再資源化 

蒸留再生、燃料 

中和（再資源化） 

焼却減量 

再資源化 

再資源化 

破砕処分 

埋立処分 

 再資源化 1,536.28ton 

 焼却減量   16.94ton 
（うち焼却残渣埋立処分 0.17ton） 

 埋立処分    0.49ton 

 計 1,553.7 ton   

          ２０１０年度の総発生量は、前年比約４１tonの増加（生産量の増加が主要因）と 

なりました。 

分別、再資源化を促進し、埋立量は前年比と同等で昨年に引き続きゼロエミッション(※) 

を達成しました。 

※ゼロエミッション：当社では「廃棄物発生量に対し、最終埋立処分量が０．５％未 

満になること」と定義しています。 

 

 

 

◆オフィス古紙リサイクルプロジェクトに参画、福祉 

 活動の支援を継続しました。               【委託処理会社現地査察確認書】 
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（（（（７７７７））））環境環境環境環境コストコストコストコスト（環境会計） 

環境保全コストや環境保全経済効果は、環境保全活動の妥当性を把握評価するための指標で、継続

的で効果的な環境改善を進めていく上で重要な指標と考えています。 

２０１０年度の環境保全コスト及び環境保全対策に伴う経済効果は次の通りです。 

 

 環 境 保 全 コスト【２０１０年度】        〔単位：百万円〕 

分           類 投 資 額 維持コスト 

①公害防止コスト １２．２ ５９４．１ 

②地球環境保全コスト   
(1)製品・サービス活動により工場内で生じる環

境負荷を抑制するための環境保全コスト 
③資源循環コスト １．１ １３９．７ 

(2)生産・サービス活動に伴って上流又は下流で生じる環境負荷を抑制するためのコスト ３．９ ２．５ 

(3)管理活動における環境保全コスト  ３４．５ 

(4)研究開発活動における環境保全コスト   

(5)社会活動における環境保全コスト   ３．５ 

(6)環境損傷に対応するコスト  ０．７ 

小  計 １７．１ ７７５．１  

合  計 ７９２．２ 
    

 環境保全対策に伴う経済効果【２０１０年度】    〔単位：百万円〕 

経 済 効 果 の 種 類 経 済 効 果 額 

(1)リサイクル等により得られた収入額            ２．４ 

(2)省資源による費用削減 ０ 

(3)原単位向上による原材料の削減 ０ 

(4)リサイクル活動による費用削減 ０ 

(5)省エネルギーによる費用削減 ９７．６ 

(6)リサイクル等に伴う廃棄物処理費用の削減 ０ 

(7)その他 ２４．８ 

 合  計  １２４．９ 
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５．労働安全衛生、保安防災 

●教育、啓発活動 

教育、啓発活動は、マネジメントシステムを運用 

していく上で重要な位置を占めています。 

工場の目的・目標にも“従業員の環境保全意識の 

醸成”を掲げ活動しています。 

 

 

 

●工場周辺の琵琶湖岸の清掃活動 

年間４回の清掃活動を行い、幹部社員を含めほぼ全員 

（現場交替要員を除く）が参加し、環境保全意識を啓発し 

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

●工場総合防災訓練（１月) 

 大規模地震を想定した総合防災訓練を行いました。 

大規模地震の発生で危険物が流出し出火するシナリオとして、 

避難訓練、消火訓練、救出救護訓練を工場内で行いました。 

定期的に総合防災訓練を実施し避難訓練も併せて 

約２５０名が参加しました。 
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６．地域とのコミュニケーション 

滋賀工場では環境方針でも定める通り、地域社会貢献を重要な課題と認識し、ＩＳＯ１４００１認証

取得以前からレスポンシブル・ケア実行計画の中で活動を継続しています。 

 

●環境報告書の公開（１１月） 

大津市との環境保全協定による２０１０年度の環境保全活動 

をまとめ「環境報告書(2010年度版)」として公開しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●美しい湖国をつくる運動に長年参加し、 

琵琶湖畔にある木の岡地区ビオトープの良好な 

自然環境を守る取組みをしており、「おにぐるみ 

の学校」に運営委員として参加しています。 

※ビオトープとは、ギリシャ語で「ｂｉｏｓ」（生物）と「ｔｏｐｏｓ」（場所）の 

合成語です。 

 

 

●納涼祭の開催（８月） 

夏のひととき、納涼祭を開催し地域の人たちとともに         

ふれあいの場を提供しました。地域の方々をはじめ 

７００人を超える方々が集まり、盛大なイベントとなり 

ました。 

 

 

 

 

 ●出張授業（7・11月）、地元学校（３校）で 

「地球温暖化と太陽光発電」というテーマで 

出張環境授業を実施しました。 

また、地域の社会貢献の一環として、地元学校等 

の職業調査・職場体験学習を受け入れています。 
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株式会社株式会社株式会社株式会社    カネカカネカカネカカネカ    滋賀工場滋賀工場滋賀工場滋賀工場    

                          〒５２０－０１０４ 
 滋賀県大津市比叡辻２丁目１－１ 

 

 問い合わせ先 

 総務チーム 

 ＴＥＬ ０７７－５７７－２１００ 

 ＦＡＸ ０７７－５７７－２１１５ 

 

※各頁の上部写真はカネカ社員が各地の風景を撮影したものです。 
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